
千葉県警察

自転車における妨害運転

①通行区分

②急ブレーキの禁止

③車間距離の保持

④進路の変更の禁止

⑤追越しの方法

⑥警音器の使用等

⑦安全運転の義務

自転車運転者講習の対象となる危険行為に

「妨害運転（あおり運転）」が追加されました。

自転車運転者講習のながれ

自転車運転者が危険行

為を繰り返す

（３年以内に２回以上）

都道府県公安委員会が

自転車運転者に講習を

受けるように命令

講習の受講

●講習時間：３時間

●講習手数料：６，０００円

受講命令に従わなかった場合 ５万円以下の罰金


